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人 任 第 １ １ ９ ６ 号

平成２５年９月２０日

さいたま市議会議長 萩 原 章 弘 様

さ い た ま 市 長 清 水 勇 人 様

さいたま市人事委員会

委員長 加 村 啓 二

本委員会は、地方公務員法第８条、第１４条及び第２６条の規定に基づき、

職員の給与等について別紙第１のとおり報告し、併せてその改定について別紙

第２のとおり勧告します。

この勧告に対し、その実現のため、速やかに所要の措置をとられるよう要請

します。
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別紙第１

報    告

本委員会は、職員の労働基本権制約の代償措置としての給与勧告制度の目

的を達成するため、職員給与を民間従業員の給与水準と均衡させることを基

本に勧告を行うこととし、本市職員の給与の実態及び市内民間事業所の従業

員の給与並びに人事院の報告の内容その他職員の給与決定に関係する諸条件

について調査研究を行った。

その結果を次のとおり報告する。

１ 職員の給与

本委員会は、本年４月１日現在における本市職員（技能職員及び企業職

員を除く。以下同じ。）の給与の実態を把握するため、「平成25年さいた

ま市職員給与実態調査」を実施した。

この調査によると、本市職員数は7,275人で、平均年齢は40.2歳、平均経

験年数は18.1年であり、その平均給与月額は、給料 323,075円、扶養手当

8,729円、地域手当41,106円、住居手当8,669円、管理職手当9,227円、その

他3,997円の合計394,803円である。

このうち、民間給与との比較対象となる行政職給料表の適用を受ける職

員（消防職を除く。）は 4,859人で、平均年齢は40.4歳、平均経験年数は

18.1年であり、その平均給与月額は、給料321,368円、扶養手当7,757円、

地域手当40,713円、住居手当 8,840円、管理職手当10,609円、その他52円

の合計389,339円である。

参考資料第１表（２頁）～第９表（25頁）
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２ 民間給与の状況

本委員会は、人事院、埼玉県人事委員会等と共同して、市内における企

業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の民間事業所のうちから、

層化無作為抽出法により抽出された120事業所を対象に、「平成25年職種別

民間給与実態調査」を実施した。この調査では、対象事業所における公務

と類似すると認められる事務・技術関係22職種3,330人及び医療関係、教育

関係等56職種の328人について、給与改定や賃金カット等の有無にかかわり

なく、本年４月分として個々の従業員に対し実際に支払われた給与月額等

を詳細に実地調査した。

また、各民間企業における給与改定の状況や雇用調整の実施状況等につ

いて、本年も引き続き調査を実施した。

なお、従前、「職種別民間給与実態調査」においては、「農業、林業」、

「宿泊業、飲食サービス業」等の産業は、公務と類似すると認められる事

務・技術関係職種の従業員が少数であるとの考えから、調査対象としてこ

なかったところであるが、民間給与の状況をできる限り広く把握するため、

本年調査から対象を全産業に拡大して実施した。

その結果は、次のとおりである。

⑴ 給与改定等の状況

ア 初任給の状況

新卒者の採用を行った事業所のうち、初任給を据置いた事業所は、

大学卒で90.0％（昨年87.0％）、高校卒では97.9％（同95.4％）とな

っている。また、増額した事業所は、大学卒で10.0％（同11.1％）、

高校卒では2.1％（同0.0％）となっており、いずれも昨年に比べて大

きな変化はない。 参考資料第11表（28頁）
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イ 給与改定の状況

第１表に示すとおり、一般の従業員（係員）について、ベースアッ

プの慣行のない事業所の割合は77.8％（昨年59.0％）と昨年に比べて

増加しており、ベースアップの慣行のある事業所の割合が減少してい

る。また、ベースアップを実施した事業所の割合についても、4.1％（

同16.1％）となっており、昨年に比べて大きく減少している。

また、第２表に示すとおり、一般の従業員（係員）について、定期

に行われる昇給を実施した事業所の割合は83.8％（同87.9％）となっ

ており、昨年に比べてやや減少している。昇給額については、増額と

なった事業所の割合が17.3％（同11.4％）と昨年に比べて増加してい

る一方、減額となった事業所の割合も13.1％（同6.2％）と増加してい

る。また、変化なしとなった事業所が53.3％（同70.3％）と大幅に減

少している。

第１表 民間における給与改定の状況 （単位：％）

項 目

役職段階

ベースアップ

実    施

ベースアップ

中    止
ベースダウン

ベースアップ

の慣 行なし

係  員 4.1 18.1 0.0 77.8

課 長 級 3.3 15.7 0.0 81.0

第２表 民間における定期昇給の実施状況 （単位：％）

項 目

役職段階

定期昇

給制度

あり

定期昇給

制度なし
定期昇給実施 定期昇給

停止増 額 減 額 変化なし

係  員 87.3 83.8 17.3 13.1 53.3 3.6 12.7

課 長 級 79.6 76.0 14.3 13.2 48.4 3.6 20.4

(注) ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所及び調査時点において

定期昇給実施が未定の事業所を除いて集計した。
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ウ 雇用調整の実施状況

第３表に示すとおり、本年１月以降に雇用調整を実施した事業所の

割合は16.4％（昨年42.2％）となっており、昨年に比べて大幅に減少

している。

雇用調整の措置内容を多い順にみると、採用の停止・抑制が13.3％

（同24.9％）、残業の規制が7.7％（同9.4％）、希望退職者の募集

が5.7％（同10.3％）となっている。

なお、本年４月分の給与について賃金カット等を実施した事業所の

割合は、第４表に示すとおり、一般の従業員（係員）については1.7％、

管理職（課長級）については5.4％となっており、当該事業所における

平均減額率は、一般の従業員（係員）については5.0％、管理職（課長

級）については6.3％となっている。

第３表 民間における雇用調整の実施状況 （単位：％）

項     目 実施事業所割合

採用の停止・抑制 13.3

転籍出向 1.7

希望退職者の募集 5.7

正社員の解雇 0.0

部門の整理閉鎖・部門間の配転 2.5

業務の外部委託・一部職種の派遣社員等への転換 3.0

残業の規制 7.7

一時帰休・休業 0.0

ワークシェアリング 0.0

賃金カット 5.4

上記のいずれかを実施した事業所 16.4

(注)１ 平成25年１月以降の実施状況である。

２ 項目については、複数回答である。
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第４表 民間における賃金カット等の実施状況 （単位：％）

項目

役職段階
賃金カット等を実施した事業所

賃金カット等を実施した事業所

における平均減額率

係  員 1.7 5.0

課 長 級 5.4 6.3

(注) 平成25年４月分の給与について、賃金カット、一時帰休・休業又はワークシェアリ

ングのいずれかを実施した事業所の状況である。

⑵ 給与等の状況

ア 職種別給与

事務・技術関係職種の平均支給額は、参考資料第13表（29頁）のと

おりである。

イ 初任給

新卒者（事務・技術関係職種）の本年４月の初任給月額は、大学卒

196,190円(昨年198,412円)、短大卒177,153円（同171,449円）、高校

卒164,053円（同163,454円）となっている。

参考資料第12表（28頁）

ウ 家族手当

家族手当の支給状況は、第５表のとおりである。

第５表 民間における家族手当の支給状況

扶 養 家 族 の 構 成 支 給 月 額

配   偶   者 15,307円

配 偶 者 と 子 １ 人 21,981円

配 偶 者 と 子 ２ 人 27,618円

(注)  家族手当の支給につき配偶者の収入に対する制限がある事業所について算出した。

備考 本市職員の場合、家族手当（扶養手当）の現行支給月額は、配偶者については

13,500円、配偶者以外については１人につき6,500円である。なお、満16歳の年度初め

から満22歳の年度末までの子がいる場合は、当該子１人につき5,000円が加算される。
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エ 住宅手当

住宅手当を支給している事業所の割合については、第６表のとおり

である。

第６表 民間における住宅手当の支給状況 （単位：％）

支 給 の 有 無 事 業 所 割 合

支       給 55.8

借家・借間居住者に支給 (100.0)

自 宅 居 住 者 に 支 給 (74.8)

非   支   給 44.2

(注)１ （ ）内は、住宅手当を支給する事業所を100とした事業所の割合である。

２ 支給内訳は、複数回答である。

オ 特別給

昨年８月から本年７月までの１年間において支払われた賞与等の特

別給（ボーナス）の支給状況は、第７表に示すとおりであり、所定内

給与月額の3.96月分に相当している。

第７表 民間における特別給の支給状況

区     分

項     目
事務・技術等従業員

平 均 所 定 内 給 与 月 額
下 半 期（Ａ1）

上 半 期（Ａ2）

366,202円

366,335円

特 別 給 の 支 給 額
下 半 期（Ｂ1）

上 半 期（Ｂ2）

709,225円

739,846円

特 別 給 の 支 給 割 合

Ｂ1

下半期  ――

Ａ1

Ｂ2

上半期  ――

Ａ2

1.94月分

2.02月分

年  間 3.96月分

(注) ｢下半期｣とは平成24年８月から平成25年１月まで、「上半期」とは平成25年２月から

同年７月までの期間をいう。
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３ 職員給与と民間給与との比較

⑴ 給与月額

本年実施した「さいたま市職員給与実態調査」及び「職種別民間給与

実態調査」の結果を基に、本市職員にあっては事務・技術関係職種、民

間従業員にあってはこれに相当する事務・技術関係職種の職務に従事す

る者について、責任の度合、年齢等の給与決定要素が同等と認められる

者同士の本年４月分の給与月額をラスパイレス方式により比較した。

この方式は、調査で得られた民間従業員の４月分の給与月額を役職段

階、年齢、学歴別に整理し、それを本市職員の人数構成に置き換えて比

較するもので、異なる条件を一切考慮しない単純平均で比較を行う場合

に比べて、民間従業員の給与の実態をより反映したものとなっている。

こうして算出した較差を総合したところ、第８表に示すとおり、本市

職員の給与が民間給与を１人当たり平均87円（0.02％）上回っていた。

第８表 職員給与と民間給与の較差

民 間 給 与 職 員 給 与 較 差

390,460円 390,547円
△ 87円

（△0.02％）

（注）１ 本市職員（消防職、保育士等を除く行政職給料表適用者）及び民間従業員ともに本年

度の新卒の採用者は含まれていない。

２ 本市職員の平均年齢は、40.2歳、平均経験年数は、17.7年

≪参 考≫ 給与減額措置後の参考比較

本市においては、本年７月から、地方交付税の減額による市民サービスの低下を防ぐた

め、本年度限りの特例措置として、職員給与の減額措置を実施している。

第８表に示す民間給与と、職員給与に減額率を乗じて算出した試算値による比較は以下の

とおりである。

民 間 給 与 職員給与（試算値） 較   差

390,460 円 368,140 円 22,320 円（6.06％）

(注) 給与減額措置の減額率は、主事・主任級 4.7％、係長・課長補佐級 7.7％、課長級以上 9.7％
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⑵ 特別給

民間事業所の特別給（ボーナス）の支給割合と本市職員の期末手当・

勤勉手当の年間支給月数（3.95月）を比較すると、第９表に示すとおり、

本市職員と民間の特別給の差は0.01月とおおむね均衡している。

第９表 職員と民間の特別給の差

民  間 職  員 差

3.96月 3.95月 0.01月

４ 物価及び生計費

総務省統計局の本年４月における消費者物価指数は、昨年４月に比べる

と全国では0.7％下落し、本市では0.2％下落している。

本委員会が同局の「家計調査」を基に標準生計費を算出したところ、２

人世帯では160,330円、３人世帯では189,280円、４人世帯では218,200円と

なっている。また、同局の「全国消費実態調査」を基に算出した１人世帯

の標準生計費は、114,620円となっている。

参考資料第18表（41頁）、第19表（42頁）

５ 人事院の報告

人事院は、本年８月８日に、国家公務員法、一般職の職員の給与に関す

る法律等の規定に基づき、一般職の職員の給与等に関する報告を行うとと

もに、国家公務員制度改革等に関する報告を行った。

人事院の報告においては、本年の官民給与の比較を行った結果、給与減

額支給措置による減額前の公務の月例給（給与月額）が民間の月例給を下

回っているが、官民給与の較差が極めて小さいことから、月例給の改定を
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行わないこととしている。

また、特別給（ボーナス）については、民間の支給割合と公務の年間支

給月数とが均衡していること、給与減額支給措置により特別給についても

本来の支給額より減額して支給されていること等を踏まえ、特別給の改定

を行わないこととしている。

なお、人事院の報告の概要は、次のとおりである。

【給与等に関する報告】

Ⅰ 民間給与との較差に基づく給与改定

約 12,500 民間事業所の約 49万人の個人別給与を実地調査(完了率 88.6%)

※ 民間給与を広く把握し、公務員給与に反映させるため、本年から調査対象を全産業

に拡大

＜月例給＞ 公務と民間の４月分給与を調査(ベア中止、賃金カット等を実施した企業の状

況も反映)し、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢の同じ

者同士を比較

月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置に

よる減額前の較差を算出し、併せて減額後の較差も算出

○ 月例給の較差（給与減額支給措置による減額前） 76 円  0.02%

（給与減額支給措置による減額後） 29,282 円  7.78%

行政職棒給表(一)…現行給与（減額前）405,463 円 平均年齢 43.1 歳

（減額後）376,257 円

官民較差が極めて小さく俸給表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であるこ

とから、月例給の改定は行わない

※ 勧告の前提となる官民比較については、給与減額支給措置は民間準拠による水準

改定とは別に東目本大震災に対処するため、本年度末までの間、臨時特例として行

われているものであることを踏まえ、給与法に定める給与額に基づき実施

＜ボーナス＞ 昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と

公務の年間の支給月数を比較

公務の支給月数（現行3.95月(減額前)）は、民間の支給割合（3.95月）と均衡して

おり、改定は行わない

・ 給与減額支給措置が行われていることを勘案

（参考）減額後の公務の支給月数3.56月分相当

Ⅱ 給与制度の総合的見直し等

給与構造改革に関する勧告を行ってから８年が経過し、我が国の社会経済情勢は急激に変
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化。国家公務員給与については一層の取組を進めるべき課題が種々生じてきている

国家公務員の給与に対する国民の理解を得るとともに、公務に必要な人材を確保し、職員

の士気や組織の活力の維持・向上を図っていくため、俸給表構造、諸手当の在り方を含め、

給与制度の総合的な見直しについて検討を進め、早急に結論

○ 民間の組織形態の変化への対応 部長、課長、係長等の間に位置付けられる従業員につ

いても来年から官民比較の対象とする方向で検討

○ 地域間の給与配分の在り方 地域の公務員給与が高いとの指摘。地域における官民給与

の実情を踏まえ、更なる見直しについて検討

※ 民間賃金水準の低い全国1/4の12県の官民較差と全国の較差との率の差は実質的に２ポ

イント台半ば

○ 世代間の給与配分の在り方 地域間給与配分の見直しと併せて、民間賃金の動向も踏ま

え、50歳台、特に後半層の水準の在り方を中心に給与カー

ブの見直しに向けた必要な措置について検討

○ 職務や勤務実績に応じた給与

・ 人事評価の適切な実施と給与への反映

人事評価の適切な実施が肝要。昇給の効果の在り方等について検討

・ 技能・労務関係職種の給与の在り方

業務委託等により行政職(二)職員の削減が一層進められることが必要。直接雇用が

必要と認められる業務を担当する職員を念頭に民間の水準を考慮した給与の見直しを

検討

・ 諸手当の在り方 公務の勤務実態や民間の手当の状況等を踏まえ必要な検討

※ 給与構造改革における昇給抑制の回復 平成26年４月１日の昇給回復は、45歳未満の職

員を対象とし、最大１号俸上位の号俸に調整

Ⅲ 雇用と年金の接続

閣議決定を踏まえ、各府省において現行の再任用を活用した雇用と年金の確実な接続を図

る必要

○ 雇用と年金の確実な接続のための取組

・ 職員に対する周知、希望聴取

・ 再任用職員の能力と経験をいかせる職務への配置等

・ 再任用に関する苦情への対応

・ 高齢期雇用を契機とした人事管理及び行政事務の執行体制の見直し等

○ 再任用職員の給与

・ 再任用職員の俸給水準や手当の見直しについては、公的年金が全く支給されない民間

再雇用者の給与の実態を把握した上で、再任用職員の職務や働き方等の実態等を踏まえ

検討

・ 民間では、公的年金が全く支給されない再雇用者の給与水準を一部支給される再雇用
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者の給与水準から変更しない事業所が多く、転居を伴う異動の場合に単身赴任手当を支

給する事業所が大半

※ 年金支給開始年齢が62歳に引き上げられる平成28年度までには、再任用の運用状況を

随時検証しつつ、本院の意見の申出(平成23年)に基づく段階的な定年の引上げも含め再

検討がなされる必要

Ⅳ 適正な給与の確保の要請

給与減額支給措置が終了する平成26年４月以降の給与については、本年の報告に基づく民

間準拠による給与水準が確保される必要。国会及び内閣に対し、勧告制度の意義・役割に深

い理解を示し、民間準拠による適正な給与を確保するよう要請

【国家公務員制度改革等に関する報告の骨子】

Ⅰ 国家公務員制度改革についての基本認識

１ これまでの改革の経緯を踏まえた留意点

・ 全体の奉仕者である公務員の人事管理の特性を踏まえ、人事行政の公正確保や労働基

本権制約の代償機能の確保の観点からの十分な議論が必要

・ 制度官庁や各府省人事当局の実務家等の知見を活用して実効性ある制度設計を行う必

要

・ 公務員制度は行政の基盤となる制度であり、改革は広く関係者の合意に基づいて行う

必要

２ 今後の国家公務員制度改革の検討に当たっての論点

⑴ 幹部職員人事の一元管理

内閣人事局の役割と各省大臣の組織・人事管理権との調和等を考慮して適切な制度

設計を行う必要。中立・第三者機関が選考基準設定等に関与する必要

⑵ 内閣人事局の設置と人事院の機能移管

・ 級別定数は重要な勤務条件であり、労働基本権制約の下では、級別定数に関する機

能は中立・第三者機関が代償措置として担う必要

・ 任用の基準、採用試験及び人事院が所掌している研修は、人事行政の公正確保の観

点から特に重要な事務であり、これまでどおり中立・第三者機関が担う必要

⑶ 自律的労使関係制度

本院はこれまで自律的労使関係制度について議論を尽くすべき重要な論点を提起。

十分な議論は行われておらず、未だ国民の理解は得られない状況

Ⅱ 人事行政上の諸課題への取組

１ 能力・実績に基づく人事管理の推進

⑴ 幹部職員等の育成・選抜に係る人事運用の見直し等
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管理職へは採用年次により一律的に昇任させるのではなく、幹部職員等として必要

な能力・適性を判断して選抜を行うなど、能力・適性に基づく人事運用が一層進めら

れるよう各府省に働きかけ

⑵ 人事評価の適切な実施・活用

公務組織の活力を保つためには、各職員の勤務実績が人事評価に的確に反映され、

その結果を活用した人事管理を推進する必要。政府における人事評価制度・運用の改

善等の検討に協力

２ 採用試験等の見直し

⑴ 国家公務員採用試験への英語試験の活用

平成27年度総合職試験から外部英語試験を導入。本年秋を目途に全体の概要を公表

できるよう検討

⑵ 就職活動時期の見直しへの対応

民間の就職活動後ろ倒しを踏まえ、平成27年度試験日程等について検討。平成26年

度試験日程の発表と合わせて周知

３ 女性国家公務員の採用・登用の拡大と両立支援

⑴ 女性国家公務員の採用・登用の拡大

女性職員を対象とする管理能力向上のための研修の拡充等の新たな取組を推進

⑵ 両立支援の推進

・ 配偶者帯同休業制度の導入について意見の申出。育児・介護を行う職員へのフレッ

クスタイム制や短時間勤務制の適用の拡大等について早期に成案を得るよう検討

・ 男性職員の育児休業の取得が進まない要因等を職員の意識調査で把握し、必要な対

応を実施

・ 超過勤務の縮減には、厳正な勤務時間管理などが肝要。国会関係業務などは関係各

方面の理解と協力を得ながら改善。超過勤務手当については、必要に応じた予算の確

保が必要

６ むすび

本市職員の給与等を決定するに当たって考慮すべき諸事情は、以上報告

したとおりである。本委員会としては、これらの調査結果及び給与改定に

係る国や他の政令指定都市の状況を総合的に勘案し、本市職員の給与等に

ついて次の結論に達した。
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⑴ 給与改定

給与の改定に当たっては、本市職員の給与水準と民間従業員の給与水

準との均衡を図り、社会一般の情勢に適応した適正な水準を確保すると

いう人事委員会勧告制度の趣旨を踏まえ、公民較差を解消するため改定

を行うこととしている。本年の給与改定についての本委員会の判断は、

次のとおりである。

ア 給与月額及び期末・勤勉手当

前記３⑴のとおり、本年４月の本市職員給与は民間給与を１人当た

り平均87円（0.02％）上回っているものの、公民較差が極めて小さく、

適切な改定を行うには十分でないことから、給与月額の改定を行わな

いこととした。

また、前記３⑵のとおり、本年については民間事業所の特別給の支

給割合（3.96月）が職員の期末・勤勉手当の支給月数（3.95月）と均

衡していることから、期末・勤勉手当の支給月数の改定を行わないこ

ととした。

イ 住居手当

昨年の本委員会の報告において、廃止も含めて引き続き検討してい

くこととした、自らの所有に係る住宅に居住する職員（自宅居住者）

に対する住居手当については、他の政令指定都市において、本年４月

から新たに５団体が廃止し、これまでに政令指定都市の半数に及ぶ10

団体が廃止している。加えて都道府県においては、数団体を除く全て

の団体で手当を廃止している状況である。これらを踏まえ、自宅居住

者に対する住居手当については、平成26年４月１日から廃止すること
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が適当であると判断した。

なお、廃止にあたっては、本市の実情を考慮し所要の経過措置を講

ずることを検討する必要がある。

⑵ 給与制度について

ア 昇給制度の改正

(ア) 55歳を超える職員の昇給の抑制

昨年、本委員会が年功的な給与水準の上昇を更に抑制する観点か

ら改正を勧告した、55歳を超える職員の昇給の抑制については、国

が平成26年１月１日からの実施を決定したことを踏まえ、本市にお

いても速やかに措置されることを求めるものである。

なお、この昇給抑制を措置するにあたっては、標準より良好な勤

務成績について適切に昇給に反映していく必要があることから、後

述の勤務成績の昇給への反映と併せて措置していく必要がある。

(イ) 勤務成績の昇給への反映

能力・実績に基づく給与処遇の確保は、個々の職員が意欲を持っ

て職務に取り組む上で極めて重要な要素であることから、早期に人

事評価結果を反映した昇給制度に転換していく必要がある。

任命権者においては、引き続き人事評価制度の客観性・公平性・

透明性の確保に努めるとともに、人事評価結果を昇給に反映する手

法を検討し、職員の理解と納得を得られる仕組みを構築する必要が

ある。
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イ 給与制度の課題

本委員会は、昨年、給与構造改革実施後の本市給与制度を検証・検

討した結果と、人事院から高齢層職員の昇給・昇格制度の改正が勧告

されたことを踏まえ、前述の昇給制度の改正のほか、各級間の給与水

準の重なりを縮小するための号給カットの検討など、現行の給与制度

について、見直しの必要性を報告したところである。

また、人事院は、本年の給与等に関する報告において、給与構造改

革実施後の社会経済状況の変化等を踏まえた給与制度の総合的見直し

を、給与減額支給措置終了後に実施することを表明している。

これらを踏まえ、本委員会は、今後の国の動向を注視しつつ、本市

独自の給与制度に係る課題について、引き続き解決に向けた検討を進

めていくこととする。

⑶ 高齢期の雇用問題

雇用と年金の接続については、国が当面、再任用によることと決定し

たことを踏まえ、地方公務員についても現行の再任用制度を活用するも

のとされた。

本市においては従前から、短時間勤務を中心とした再任用制度の活用

が図られているが、今年度の定年退職者からは、フルタイムの再任用を

希望する者の増加が見込まれるところである。

フルタイムの再任用については、職員定数との兼ね合いも含め、これ

まで以上に、その能力と経験を有効に活用することを念頭に、職務や人

員配置を検討していく必要がある。そのためには勤務形態や職務内容の

希望聴取等を通じ、職員個々の希望や意欲を適切に把握していくことが

重要である。
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また、本年、人事院は雇用と年金の確実な接続のための取組として、

平成26年の職種別民間給与実態調査において、公的年金が全く支給され

ない再雇用者の給与実態を把握した上で、再任用職員の給与水準等につ

いて、必要な検討を進めていくことを表明した。こうした国の動向につ

いても注視しつつ、本市の実情を踏まえた再任用制度の運用を図ってい

く必要がある。

⑷ 時間外勤務の縮減

時間外勤務の縮減は、職員の心身の健康保持と公務能率を維持する観

点から、非常に重要な課題であるとともに、後述する仕事と家庭生活の

両立支援、メンタルヘルス対策に密接に関連する事項である。

本委員会が実施した勤務条件調査によると、平成24年度の職員１人あ

たりの時間外勤務の時間数は、平成23年度と比べ大きく変化していない

状況にあり、長時間の時間外勤務が常態化している所属や、一部の職員

の時間外勤務が突出している所属が多く見受けられる。

時間外勤務の縮減には、組織的かつ計画的な取組が不可欠であること

から、任命権者においては、平成24年11月に「時間外勤務の縮減につい

て」を発出し、所属長に対して時間外勤務の事前命令と事後確認の徹底、

所属の職員間の時間外勤務時間の不均衡については、業務の平準化に向

けた対策を求めているところである。

職員においては、日頃から時間外勤務に対するコスト意識を持ち、能

率的に業務を進めるよう心がけるとともに、特に管理監督者においては、

時間外勤務の縮減を重要な職責と自覚し、計画的・能率的な業務管理を

行っていく必要がある。

また、所属における職員間の業務経験や知識の差から、業務の平準化



－１７－

を図れないケースが想定されるが、個々の職員が培った業務経験、知識

やノウハウは、計画的な人事配置等により、組織に蓄積され、他の職員

へ継承されていくべきものと考える。

以上のことから、任命権者においては、引き続き「時間外勤務の縮減

について」に基づく取組を推進するとともに、管理監督者のマネジメン

ト能力の向上を図るほか、計画的な人事配置による職員の育成と適正な

人員配置により、時間外勤務の縮減に取り組んでいくことを求める。

⑸ 仕事と家庭生活の両立支援

職員が心身ともに健康な状態でやりがいをもって職務を行うためには、

仕事と家庭生活が両立していることが望ましく、時間外勤務の縮減や、

週休日の振替取得の促進、育児・介護を行う職員に向けた制度の充実等

が求められる。

男女の仕事と子育て等の両立支援については、本年、政府が策定した

「日本再興戦略」において、まず公務員から率先して取り組むこととさ

れ、これを受けて、人事院は、配偶者帯同休業法の導入や育児・介護を

行う職員への短時間勤務制の適用拡大等についての報告を行った。

本市においては、「子育ておもいやりプラン」を策定し、組織的に子

育てしやすい職場環境づくりに取り組んでいるが、数値目標を掲げ、取

得を推進している男性職員の育児休業については、依然として大きな成

果が上がっていない状況である。

任命権者においては、活力のある組織を維持していく観点から、仕事

と家庭生活の両立支援策を更に推進し、職員にとって働きやすい職場環

境の実現に向け努められたい。
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⑹ メンタルヘルス対策

職員のメンタルヘルスは、職員やその家族にとって重要な問題である

ばかりでなく、公務能率の維持の観点からも大変重要な問題である。

本市においては、一般職員や管理監督者のためのメンタルヘルス研修

やメンタルヘルス相談など、心の健康問題に対する様々な取組が進めら

れているが、精神系の疾患を原因とする休職者数は依然として多く、休

職の期間についても長期化の傾向が見受けられる状況である。

職場環境において、精神疾患に至る要因としては、時間外勤務の増大

による疲労、職場内の人間関係や過重な心理的負荷のかかる勤務による

ストレス等が挙げられる。

このことから、職員のメンタルヘルス対策においては、特定の職員に

著しく業務負荷をかけない適切な業務管理や、職員のストレスや心身状

態を把握し、メンタルの不調を初期の段階でケアしていくなど、管理監

督者の役割が非常に重要である。また、日頃から職員一人ひとりに、良

好なコミュニケーションと風通しのよい職場環境づくりへの心がけが求

められる。

任命権者においては、既に講じているメンタルヘルス対策を更に推進

するとともに、長期休職者については、代替要員を確保するなどの対策

を検討する必要がある。

⑺ コンプライアンスの推進

公務員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務するもので

あり、勤務時間の内外を問わず高い倫理観が求められている。

本市では、様々な機会を捉え、法令遵守及び服務規律の確保に向けて

注意喚起をするなど、コンプライアンスの向上に取り組んでいるが、依
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然として市民の信頼を損ねるような事案が発生している状況にある。

任命権者においては、これまで以上に職員の服務規律の徹底やコンプ

ライアンスに対する意識の醸成を図り、不祥事を起こさない職場風土の

形成に努め、市政及び職員に対する市民の信頼を確固たるものにしてい

くことが何よりも求められる。

⑻ 管理監督者のマネジメント能力の向上

複雑・高度化する行政ニーズに応え、行政サービスの維持・向上を図

るためには、課題に真正面から取り組み、解決することができる職員

個々の能力と、その能力を最大限に発揮させる組織が必要であり、組織

運営に責任を持つ管理監督者のマネジメント能力の向上が求められてい

る。

本年、策定された「さいたま市人財育成指針」においても、管理監督

者のマネジメント能力を強化していくことが重点項目のひとつに掲げら

れており、その精力的な取組と成果に大いに期待するところである。

⑼ 女性の登用

多様化する行政需要に応えていく上でも、女性の政策・方針決定過程

への参画を推進することが求められている。

任命権者においては、男女の区別なく職員の能力・適性に応じて幅広

い職務経験を積むことができる人事配置に意を用い、女性職員の育成に

努めるとともに、意欲と能力のある女性職員の登用に向けた環境の整備

に積極的に取り組まれたい。



－２０－

７ おわりに

人事委員会の給与勧告制度は、労働基本権を制約されている職員の適正

な処遇を確保することを目的としているもので、地方公務員法に定める情

勢適応の原則に基づき、毎年、公務員の給与水準を民間従業員の給与水準

と均衡させることを基本に行っている。

このような方法により職員の給与等を決定することは、職員の給与水準

等を市民の納得、理解の下に保障し、労使関係の安定、公務の公正かつ効

率的な運営の確保に寄与するものであると考える。

本年は、公民比較の結果から給与月額及び期末・勤勉手当については、

改定を見送ることが適当と判断した。また、自宅居住者に対する住居手当

については、他都市の状況も考慮し、廃止することが適当であると判断し

たところである。

職員においては、社会経済情勢の変化、公務員制度の見直し等、行政を

取り巻く厳しい状況を十分に認識するとともに、常に全体の奉仕者として

の使命感、倫理観を持ち、行政運営の効率化及び市民サービスの向上に努

められるよう要望する。

市議会及び市長においては、このような勧告制度の意義、役割について

深く理解を示され、別紙第２の勧告を速やかに実施されるとともに、給与

減額措置が終了する平成26年４月以降の本市職員の給与については、本勧

告に基づく民間準拠による適正な給与水準を確保されるよう要請する。
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別紙第２

勧    告

本委員会は、別紙第１の報告に基づき、本市職員の給与に関し、次のとおり

勧告する。

１ 改定の内容

自らの所有に係る住宅に居住する職員に対する住居手当については、別紙

第１の報告で述べたことがらを考慮して廃止すること。

２ 改定の実施時期

この改定は、平成26年４月１日から実施すること。


